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業 務 等 質 問 回 答 書 

提出日：令和４年 ８月 ２日 

発 注 機 関 名 高等教育振興課 公  告  日   令和４年７月15日 

業 務 名 

業 務 箇 所 名 

令和４年度「信州で学ぼう！魅力発信事業」動画制作等委託業務 

質 問 内 容 昨年度新設された松本看護大学への取材についてお聞かせください。 

今回動画制作の対象は短期大学8校と明記されておりますが、昨年度新設された

松本看護大学は含まない、と認識してよろしいでしょうか。 

またガイドブックの軽微な修正対象として、松本看護大学への取材は含むと認識

してよろしいでしょうか。 

 

回答日：令和４年 ８月 ３日 

回     答 １） 動画制作の対象は、県内の短期大学8校です。松本看護大学は含みません。 

 

２） ガイドブックの軽微な修正対象は、令和５年４月から男女共学を開始する 

飯田女子短期大学（変更後：飯田短期大学）を想定しています。松本看護大学へ

の取材は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


